
ミニ広報誌 令和 6年 10月 号

野上交番
福山東警察署 野上交番 084-954-6110

量轟 令和6年全国地域安全運動・「減らそう犯罪」
は確彪     地域安全運動月間の実施 ′

全国地域安全運動
令和6年 10月 11日 (金)から10月 20日 (日 )までの10日間

「減らそう犯罪」地域安全運動月間
令和6年 10月 1日 (火)から同月31日 (木)までの 1か月間

●オ トモポリスで身近

な場所の犯罪発生状況

を確認 しましょう。

●夜間はなるべく明る

い場所や人通 りの多

い場所を歩きましょ

つ。

●「ながら見守り」

で子供達の安全を守り

し
こレ

よ よ つ 0

呻鶉

● SNSで投資話や

結婚の話が出た場合

は詐欺を疑いましょ

つ。

●電話でお金の話は

詐欺を疑いましょ

つ。

●非通知着信拒否・

留守番電話の活用や

防犯機能付き電話へ

変更 しましょう。

●車・自転車には必

ず鍵をかけましょ

つ。

(口)「万引きをしな

い・させない・見逃

さない」環境を作 り

※ 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反 (危険行為)を反復し

て行った自転車運転者は、自転車運転者講習制度の対象 ～ 受購命令違疑 5万 鶴以下の爾金

1交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
→ 1年以下の懲役又:ま 30万円以下の罰金

2上記1以外で、手でスマートフォン等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

→ 2年以下の懲役又|ま 30万購以 の罰金 (

※自転車運転者講習制度の対象

(白転車の提供者)

→ 6月 以下 |ま 10万円以下の罰金

酒類の提供者。同乗者)

| ※自転車運転者講習制度の対象

1酒
→ 3年以下の懲役又|ま 50万円以下の罰金

2討助 (自転車の提供者、酒類の提供者。同乗者)

→ 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
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アル|■′′を身体に保有すo
状態で運転する行為
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二次元コー ドを
スマホのカメラで
読み取るだけ

スマホで簡単
交通安全のeラーニング

交通安全について再確認

所要時間 5～ 10分
会員登録不要

個人情報の収集はしていません
期里:
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カメラモー ドで二次元
コー ドを読み込み

ドレスを

ス
のアし
|

押すツ

スマホであれば、
「iPhone」

「Android」 どちら
でも可能です。

ア ドレスが表示さ
れるのでクリック

チエツクテス トの
ページが開くので
選択肢を選んで解
答して下さい。

問題 10間、アン
ケー ト2間の選択
肢を選んだら
「送信」ボタンを
押す。
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広島県高齢者交通安全

チェック (令和6年夏
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「スコアを表示」
ボタンを押す。

あなたの得点です。

で下さい

広島県高齢者交通安全
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解説がありますの
で、しつかり読ん

発行 :
1目
コに 本部交通部交通企画課
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